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厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の周知 

について

今般、標記について別添のとおり公益社団法人日本医師会等に通知をいたしまし 

たので、貴職におかれましてもご了知いただくとともに、貴管下関係団体等ござい 

ましたら周知方よろしくお願いします。



医政発 1130 第 14 号 

保 発 1130 第３号 

令和３年 11 月 30 日 
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厚生労働省医政局長 

 

 

厚生労働省保険局長 

 

 

 

「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の

改訂について 

 

 

 医療用医薬品の流通改善については、一次売差マイナスの解消、未妥結・仮

納入の改善、単品単価取引の推進といった課題の改善に向け、「医療用医薬品

の流通改善に関する懇談会」での提言に沿った取組について関係団体に要請す

る等の取組を行うとともに、国が主導し、流通改善の取組を加速するため、平

成 30 年１月に、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガ

イドライン」（平成 30 年１月 23 日付け医政発 0123 第９号、保発 0123 第３号

別添）を作成し、遵守を求めてきたところです。 

 今般、医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の改善に

向けた取組の必要性が増していることを踏まえ、流通改善ガイドラインの改訂

を行いました。 

 貴職におかれましては、貴団体会員等に対し周知の上、遵守されますようお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

（写） 



（ 別 記 ） 

 

公益社団法人 日本医師会長 

公益社団法人 日本歯科医師会 会長 

公益社団法人 日本薬剤師会 会長 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長 

一般社団法人 日本保険薬局協会 会長 

公益社団法人 日本看護協会 会長 

公益社団法人 日本助産師会  会長 

公益社団法人 日本臨床工学技士会 会長 

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

公益社団法人 日本精神科病院協会  会長 

一般社団法人 日本病院会 会長 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 会長 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 会長 

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 会長 

一般社団法人 全国公私病院連盟 会長 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 会長 

日本赤十字社 社長 

国家公務員共済組合連合会 理事長 

社会福祉法人 北海道社会事業協会 会長 

全国厚生農業協同組合連合会 会長 

健康保険組合連合会 会長 

独立行政法人 国立病院機構 理事長 

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 

宮内庁長官官房秘書課長 

法務省矯正局長 

文部科学省高等教育局長 

総務省自治行政局公務員部長 

防衛省人事教育局長 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長 



国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 

一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会 会長 

一般社団法人 日本ジェネリック医薬品販社協会 会長 

一般社団法人 日本歯科商工協会 会長 

日本製薬団体連合会 会長 

米国研究製薬工業協会 会長 

欧州製薬団体連合会 会長 

 

 

 


